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運航規程審査要領細則（改正後） 運航規程審査要領細則（改正前） 
平成１２年１月２８日制定（空航第７８号） 
令和６年○月○日最終改正（国空安政第○○号・国空無機第○○号） 
 

航空局安全部安全政策課長 
無人航空機安全課長 

運航規程審査要領細則 
 

第１章 (略) 
 

平成１２年１月２８日制定（空航第７８号） 
令和 ６年３月２９日最終改正(国空安政第３００１号・国空無機第２３９５
１５号) 

航空局安全部安全政策課長 
無人航空機安全課長 

運航規程審査要領細則 
 

第１章 （略） 
 

第２章 運航規程審査基準（その１） 
（最大離陸重量が５，７００キログラムを超える飛行機（第４章に該当する

場合を除く。）） 

第２章 運航規程審査基準（その１） 
（最大離陸重量が５，７００キログラムを超える飛行機（第４章に該当する

場合を除く。）） 
１． （略） １． （略） 
２．運航管理の実施方法 
２－１・２－２（略） 

２．運航管理の実施方法 
２－１・２－２（略） 

２－３ 運航管理者の職務の範囲及び内容 
運航管理者の責任及び職務の範囲が明確に定められ、その内容に

ついては、飛行前、飛行中及び飛行後毎に以下の事項が定められて

いること。また、運航管理者は、航空機との通信に係る業務（運航

管理補助者を介してなされる場合を含む。）を実施する前に、別に定

める「航空機乗組員等のアルコール検査実施要領」に基づき酒気帯

び（体内にアルコールを保有する状態をいう。以下同じ。）の有無を

確認することが定められていること。ただし、外国の法令等により

アルコール検査を実施できない理由等が示されている場合は、他の

同等な方法とすることができる。 
（１） （略） 
（２）飛行中 

航空機の運航の監視を行うとともに、必要に応じ、機長と

協議し、飛行計画の変更を承認すること。また、以下のいず

れかの事態が発生した場合、当該機の位置を最後に把握した

２－３ 運航管理者の職務の範囲及び内容 
運航管理者の責任及び職務の範囲が明確に定められ、その内容に

ついては、飛行前、飛行中及び飛行後毎に以下の事項が定められて

いること。また、運航管理者は、航空機との通信に係る業務（運航

管理補助者を介してなされる場合を含む。）を実施する前に、別に定

める「航空機乗組員等のアルコール検査実施要領」に基づき酒気帯

び（体内にアルコールを保有する状態をいう。以下同じ。）の有無を

確認することが定められていること。ただし、外国の法令等により

アルコール検査を実施できない理由等が示されている場合は、他の

同等な方法とすることができる。 
（１） （略） 
（２）飛行中 

航空機の運航の監視を行うとともに、必要に応じ、機長と

協議し、飛行計画の変更を承認すること。また、航空機の位

置が把握できなくなり、かつ、当該機との通信ができない場
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運航規程審査要領細則（改正後） 運航規程審査要領細則（改正前） 
地点の空域を管轄する航空交通管制機関に通報すること。 

 
ａ．航空機の位置が把握できなくなり、かつ、当該機との通信

ができない場合 
ｂ．遭難追跡装置又は衝撃により自動的に作動する航空機用救

命無線機であってこれと同等以上の機能を有するもの（以下

「遭難追跡装置等」という。）から発信される航空機の位置情

報に係る通知を受けた場合 
（３） （略） 

合は、当該機の位置を最後に把握した地点の空域を管轄する

航空交通管制機関に通報すること。 
（新設） 
 
（新設） 
 
 

 
（３） （略） 

２－４（略） 
２－５ 運航管理の基準 

飛行計画の作成及び変更並びに運航の監視の基準として、以下の

事項が適切に定められていること。 
（１） （略） 
（２）運航の監視及び飛行計画の変更 

ａ．運航の監視 
① 適切な対空通信施設等を用いて運航状況を監視するとと

もに、飛行計画作成の段階と状況の変化があった場合は、

必要な情報を機長に提供し、必要により飛行計画を変更す

ること。 
② 飛行中の航空機の位置に係る記録は、当該機が着陸する

までの間、常に最新のものを保持すること。 
③ 定期航空運送事業者が運航の監視に使用する対空通信施

設等については、以下のとおり定められていること。 
イ．定期便が就航する空港及び航路ではＶＨＦ無線通信が

利用可能であること。ただし、洋上飛行や外国において

無線免許が取得できないなどＶＨＦ無線通信の利用が

２－４（略） 
２－５ 運航管理の基準 

飛行計画の作成及び変更並びに運航の監視の基準として、以下の

事項が適切に定められていること。 
（１） （略） 
（２）運航の監視及び飛行計画の変更 

ａ．運航の監視 
適切な対空通信施設等を用いて運航状況を監視するととも

に、飛行計画作成の段階と状況の変化があった場合は、必要

な情報を機長に提供し、必要により飛行計画を変更すること。 
 
また、飛行中の航空機の位置に係る記録は、当該機が着陸

するまでの間、常に最新のものを保持すること。 
定期航空運送事業者が運航の監視に使用する対空通信施設

等については、以下のとおり定められていること。 
①定期便が就航する空港及び航路ではＶＨＦ無線通信が

利用可能であること。ただし、洋上飛行や外国において

無線免許が取得できないなどＶＨＦ無線通信の利用が
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運航規程審査要領細則（改正後） 運航規程審査要領細則（改正前） 
困難な場合は、ＨＦ無線通信又は衛星音声通信が利用可

能であること。 
ロ．対空通信施設等が一時的に利用できなくなった場合で

も、原則として、他の交信可能な通信基地を経由するな

どして音声通信の確保を行うこととなっていること。た

だし、他の音声通信の確保ができない場合は、それ以外

の通信手段の確保を行うこととなっていること。 
 

④ 最大離陸重量が 45,500 キログラムを超え、かつ、座席数

が 19 席を超える旅客を運送する航空機であって、運航する

洋上地域（各国領空を除く）の管制機関の監視周期が 15 分

を超える場合は、運航する航空機の航跡（航空機の経度、

緯度、高度及び航空機が当該情報を発出する時間を含む位

置情報。以下同じ。）を自動的な方法により 15 分以内の間

隔で把握できることを飛行計画の作成の際に確認するこ

と。ただし、当該方法による航跡の把握が、以下に示す状

況のため一時的に困難となる場合に限り、当該方法による

航跡の把握を行わなくてもよい。 
・航跡把握のための機器が故障し運用許容基準を適用し運

航している状況 
・航跡把握に使用する衛星・地上施設に不具合が発生して

いる状況 
・悪天候や一時的な空域閉鎖等により、やむを得ず 15 分を

超える監視周期の洋上地域を飛行する状況 
・その他不測の事態へ対応する状況 

⑤ 遭難追跡装置等から発信される航空機の位置情報に係る

通知を受けた場合に運航管理者等が取るべき措置が適切に

困難な場合は、ＨＦ無線通信又は衛星音声通信が利用可

能であること。 
②対空通信施設等が一時的に利用できなくなった場合で

も、原則として、他の交信可能な通信基地を経由するな

どして音声通信の確保を行うこととなっていること。た

だし、他の音声通信の確保ができない場合は、それ以外

の通信手段の確保を行うこととなっていること。 
 

最大離陸重量が 45,500 キログラムを超え、かつ、座席数

が 19 席を超える旅客を運送する航空機であって、運航する

洋上地域（各国領空を除く）の管制機関の監視周期が 15 分

を超える場合は、運航する航空機の航跡（航空機の経度、緯

度、高度及び航空機が当該情報を発出する時間を含む位置情

報。以下同じ。）を自動的な方法により 15 分以内の間隔で把

握できることを飛行計画の作成の際に確認すること。ただし、

当該方法による航跡の把握が、以下に示す状況のため一時的

に困難となる場合に限り、当該方法による航跡の把握を行わ

なくてもよい。 
・航跡把握のための機器が故障し運用許容基準を適用し運

航している状況 
・航跡把握に使用する衛星・地上施設に不具合が発生して

いる状況 
・悪天候や一時的な空域閉鎖等により、やむを得ず 15 分を

超える監視周期の洋上地域を飛行する状況 
・その他不測の事態へ対応する状況 

（新設） 
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運航規程審査要領細則（改正後） 運航規程審査要領細則（改正前） 
定められていること。（航空法施行規則第 150 条第４項の規

定により遭難追跡装置等の装備が義務づけられている航空

機（最大離陸重量が 27,000 キログラムを超え、かつ、最初

の耐空証明が令和６年１月１日以後になされたもの）及び

これら以外で遭難追跡装置等を装備している航空機を運航

する航空運送事業者に限る。） 
ｂ． （略） 

 
 
 
 
 
 

ｂ． （略） 
２－６・２－７ （略） ２－６・２－７ （略） 

３．～５． （略） ３．～５． （略） 
６．訓練及び技能審査の方法 

６－１・６－２ （略） 
６－３ 運航管理者の訓練及び審査  

運航管理者は、当該事業者の事業の用に供する航空機の運航管理

業務に従事する前に初期訓練を受け審査に合格しなければならない

よう定められていること。また、知識・技能を維持するための定期

訓練の実施等、運航管理者に対する訓練・審査の要件が以下に従い

適切に定められていること。 
（１）初期訓練 

初期訓練は、原則として、以下の課目について行うよう定

められていること。 
運航管理者の責務、関連法令等、運航規程及び関連の諸規

定、飛行計画、航空機の重量重心管理、必要離着陸滑走路長

及びその他の基本的性能、気象、航空情報、航空管制及び計

器進入方式、航法、通信手順、緊急時の対応、航空機乗組員

へのブリーフィング、人間の能力及び限界に関する知識・技

能、その他必要事項 
なお、緊急時の対応には、遭難追跡装置等から発信される

６．訓練及び技能審査の方法 
６－１・６－２ （略） 
６－３ 運航管理者の訓練及び審査  

運航管理者は、当該事業者の事業の用に供する航空機の運航管理

業務に従事する前に初期訓練を受け審査に合格しなければならない

よう定められていること。また、知識・技能を維持するための定期

訓練の実施等、運航管理者に対する訓練・審査の要件が以下に従い

適切に定められていること。 
（１）初期訓練 

初期訓練は、原則として、以下の課目について行うよう定

められていること。 
運航管理者の責務、関連法令等、運航規程及び関連の諸規

定、飛行計画、航空機の重量重心管理、必要離着陸滑走路長

及びその他の基本的性能、気象、航空情報、航空管制及び計

器進入方式、航法、通信手順、緊急時の対応、航空機乗組員

へのブリーフィング、人間の能力及び限界に関する知識・技

能、その他必要事項  
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運航規程審査要領細則（改正後） 運航規程審査要領細則（改正前） 
航空機の位置情報に係る通知を受けた場合の措置を含む。 

（２）～（８） （略） 

６－４～６－６ （略） 

 
（２）～（８） （略） 

６－４～６－６ （略） 
７．～１１． （略） ７．～１１． （略） 
１２．航空機の操作及び点検の方法 

１２－１ 航空機の操作及び点検の方法 
航空機の型式毎に、飛行規程、航空機製造者のマニュアル等に基

づいて、通常操作手順、故障時操作手順、非常操作手順、点検手

順等に係る事項が定められていること。 
また、これらの手順等には次の項目が含まれていること。（各型

式機に共通する内容については、とりまとめて別の編集としても

よい。）飛行前の機体の防除氷手順、自動操縦装置等の運用操作、

Standard Callout、管制指示の受領及び確認、出発進入における

操作の分担及び相互の連携（ブリーフィングの実施要領を含む。）、

Stabilized Approach、低高度における降下率の制限、対地接近警

報装置の使用とＣＦＩＴの回避、計器進入の開始及び継続の要件、

空港等からの高さ３００メートル（１,０００フィート）未満に進

入するまでに滑走路の状態及び航空機の着陸性能を考慮した着陸

の安全確認、遭難追跡装置等の手動起動に関する方針及び手順、

その他の必要事項 
（注）防除雪氷業務については、「防除雪氷業務に係る審査要領」

に従うこと。 
１２－２・１２－３ （略） 
１２－４ その他 

（１）～（５） （略） 

１２．航空機の操作及び点検の方法 
１２－１ 航空機の操作及び点検の方法 

航空機の型式毎に、飛行規程、航空機製造者のマニュアル等に基

づいて、通常操作手順、故障時操作手順、非常操作手順、点検手

順等に係る事項が定められていること。 
また、これらの手順等には次の項目が含まれていること。（各型

式機に共通する内容については、とりまとめて別の編集としても

よい。）飛行前の機体の防除氷手順、自動操縦装置等の運用操作、

Standard Callout、管制指示の受領及び確認、出発進入における

操作の分担及び相互の連携（ブリーフィングの実施要領を含む。）、

Stabilized Approach、低高度における降下率の制限、対地接近警

報装置の使用とＣＦＩＴの回避、計器進入の開始及び継続の要件、

空港等からの高さ３００メートル（１,０００フィート）未満に進

入するまでに滑走路の状態及び航空機の着陸性能を考慮した着陸

の安全確認、その他の必要事項 
 
（注）防除雪氷業務については、「防除雪氷業務に係る審査要領」

に従うこと。 
１２－２・１２－３ （略） 
１２－４ その他 

（１）～（５） （略） 
１３．～１６． （略） １３．～１６． （略） 
第３章 （略） 第３章 （略） 
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運航規程審査要領細則（改正後） 運航規程審査要領細則（改正前） 
第４章 運航規程審査基準（その３） 第４章 運航規程審査基準（その３） 

（客席数が３０以下、最大有償搭載量が３，４００キログラム以下であり、

かつ、タービン発動機を装備した飛行機（航空運送事業者又はその代理人と

旅客若しくは荷主又はそれらの代理人との交渉に基づき当該航行の出発地及

び到着地並びに日時を決定する方法により運航するものであること。ただし、

不特定多数の旅客又は貨物を同時に運送する目的で、旅客又は貨物の募集が

行われるもの及び計画的な特定の地点間において計画的に３０日間に１５往

復を超える頻度で反復し、かつ、３０日を超えて継続するものを除く。）） 

（客席数が３０以下、最大有償搭載量が３，４００キログラム以下であり、

かつ、タービン発動機を装備した飛行機（航空運送事業者又はその代理人と

旅客若しくは荷主又はそれらの代理人との交渉に基づき当該航行の出発地及

び到着地並びに日時を決定する方法により運航するものであること。ただし、

不特定多数の旅客又は貨物を同時に運送する目的で、旅客又は貨物の募集が

行われるもの及び計画的な特定の地点間において計画的に３０日間に１５往

復を超える頻度で反復し、かつ、３０日を超えて継続するものを除く。）） 
１．～５． （略） １．～５． （略） 
６．訓練及び技能審査の方法 ６．訓練及び技能審査の方法 

６－１ 航空機乗組員の訓練及び審査 ６－１ 航空機乗組員の訓練及び審査 
６－１－１・６－１－２ （略） ６－１－１・６－１－２ （略） 
６－１－３ 航空機乗組員に対する審査 ６－１－３ 航空機乗組員に対する審査 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 
（３）（２）に掲げる航空機以外の機長及び副操縦士に係る審

査 
（３）（２）に掲げる航空機以外の機長及び副操縦士に係る審

査 
機長に係る審査には、少なくとも次に掲げる内容の審

査が定められていること。 
機長に係る審査には、少なくとも次に掲げる内容の審

査が定められていること。 
①～③ （略） ①～③ （略） 
④ ①～③の技能審査のうち口述審査の項目には、以下

の項目が含まれていること。 
イ．航空機の性能、運用限界等 
ロ．運航に関する一般知識 
ハ．空港等 
ニ．空域 
ホ．関係規則等 

④ ①～③の技能審査のうち口述審査の項目には、以下

の項目が含まれていること。 
イ．航空機の性能、運用限界等 
ロ．運航に関する一般知識 
ハ．空港等 
ニ．空域 
ホ．関係規則等 

⑤ ①～③の技能審査のうち実地審査の項目には、以下 ⑤ ①～③の技能審査のうち実地審査の項目には、以下
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運航規程審査要領細則（改正後） 運航規程審査要領細則（改正前） 
の項目が含まれていること。 
・飛行準備 
・離陸 
・計器飛行方式 
・空中操作 
・着陸 
・通常操作 
・異常操作及び緊急操作 
・航空交通管制機関等との連絡 
・航空機乗組員間の連携 
・総合能力 

の項目が含まれていること。 
・飛行準備 
・離陸 
・計器飛行方式 
・空中操作 
・着陸 
・通常操作 
・異常操作及び緊急操作 
・航空交通管制機関等との連絡 
・航空機乗組員間の連携 
・総合能力 

国際運航を行う航空機に乗り込む副操縦士に対し、実

地による技能審査を任用時及びその後は年１回以上定

期的に行うことが定められていること。また、その実地

による技能審査は、上記⑤に掲げる項目について行うこ

とが定められていること。 
次に掲げる者に対する審査の項目については、上記の

規定にかかわらず、特例を設けることができることとす

る。 

国際運航を行う航空機に乗り込む副操縦士に対し、実

地による技能審査を任用時及びその後は年１回以上定

期的に行うことが定められていること。また、その実地

による技能審査は、上記④イ．又はロ．に掲げる項目に

ついて行うことが定められていること。 
次に掲げる者に対する審査の項目については、上記の

規定にかかわらず、特例を設けることができることとす

る。 
①・② （略） ①・② （略） 

なお、国際運航を行う場合においても、上記①及び②

に掲げる者に対する審査については、同様に特例を設け

ることができることとする。 

なお、国際運航を行う場合においても、上記①及び②

に掲げる者に対する審査については、同様に特例を設け

ることができることとする。 
（４）～（９） （略） （４）～（９） （略） 

６－２～６－６ （略） ６－２～６－６ （略） 
７．～１６． （略） ７．～１６． （略） 

附 則（令和６年〇月〇日 国空安政第〇〇号・国空無機第〇〇号）遭難追跡装置等を搭載した航空機の運航に関する改正 
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１．この細則は、令和７年１月１日から適用する。 
２．この細則の適用の際、現に認可を受けている運航規程及び承認を受けている運航規程附属書又は認可を申請している運航規程及び承認を申請している運航

規程附属書については、航空法施行規則の一部を改正する省令（令和６年国土交通省令第 98 号）附則第２条の規定により、遭難追跡装置等を装備しなけれ

ばならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置等を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める

型式のものについては、この細則による改正後の規定にかかわらず、当該型式の飛行機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による

ことができる。 


